
件   名  亀山市税条例等の一部を改正す
る条例  

財 務 部 
税 務 室 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

  地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）等の公布に伴

い、平成２７年３月３１日及び同年４月１日から施行が必要であった規定に

ついて、所要の改正を行ったものです。  

なお、この改正は、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成２７

年３月３１日付けで専決処分したものです。  

２ 改正内容  

≪第１条関係≫  

（１）法人市民税均等割の税率については、原則「資本金等の額」が基準にな

っておりますが、「資本金に資本準備金を加えた額」が「資本金等の額」

を上回る場合は、「資本金に資本準備金を加えた額」を均等割の税率区分

の基準とすることになりました。 ＜※下記参照＞  

これらの措置が講じられたことに伴い、法人市民税均等割の税率に係る

規定について整備を行うものです。 ＜第１６条関係＞  

 ≪参照≫ 
[原則] 

①資本金等の額(※１)             課税標準等になる。 

①が②より大きい場合 

②資本金＋資本準備金(※２) 

[追加] 

①資本金等の額 

②が①より大きい場合 

②資本金＋資本準備金             課税標準等になる。 

  ※１  「資本金等の額」とは、資本金又は出資金と主に株主から拠出されたもので資本
金には組み入れられずに積立金として留保されているもの（例えば、株式の発行
価額のうち資本に組み入れられなかった株式払込剰余金）の合計額をいいます。  

※２ 「資本準備金」とは、株主から出資され金額のうち、資本金に組み入れなかった
額をいいます。 

 
 



（２）確定申告を行う必要

る寄附（ふるさと納税

代わって寄附金税額控

対して行うことにより

（ふるさと納税ワンス

した。このことから、
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その申請事務を行うこ

 ≪参考≫ 
市民税における平成 26
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≪第２条関係≫  

亀山市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年亀山市条例第１４号）の

規定による原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車の改正税率につい

て、平成２８年度分から適用することになりました。  

このことから、改正税率の適用開始時期を平成２７年度から平成２８年度

に１年延期するものです。  

＜平成２６年改正条例附則第１条第３号及び第５号並びに附則第４条関係＞

≪参考≫ 

区分 車種 
税額 現在の 

登録台数 
影響額 

平成28年度まで 平成28年度以降 

原動機付 
自転車 

第 1 種 
（～50cc） 1,000 円 2,000 円 

3,800 台 3,682,600 円 

第 1 種 
（20cc～50ccミニカー） 2,500 円 3,700 円 

第 2 種乙 
（50cc～90cc） 1,200 円 2,000 円 

第 2 種甲 
（90cc～125cc） 1,600 円 2,400 円 

小型特殊
自動車 

農耕用（トラクター、
コンバイン等） 1,600 円 2,400 円 

960 台 828,000 円 
その他（フォークリフ
ト、ロードローラー等） 4,700 円 5,900 円 

２輪の軽自動車 
（125cc～250cc） 

2,400 円 3,600 円 606 台 727,200 円 

２輪の小型自動車 
（250cc～） 4,000 円 6,000 円 784 台 1,568,000 円 

     
合計 

6,805,800 円 

３ その他  

  施行日等は、次のとおりとしました。  

≪第１条関係≫  

施行日は平成２７年４月１日とし、（１）においては施行日以後に開始す

る事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人

の市民税について適用し、（２）においては平成２８年度以後の年度分の個

人の市民税について適用し、（３）においては平成２７年度以後の年度分の

固定資産税について適用することとしました。  

≪第２条関係≫  

 施行日は、公布の日（平成２７年３月３１日）としました。  
 



亀山市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年３月３１日  

       亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市条例第２１号  

 

   亀山市税条例等の一部を改正する条例  

 

 （亀山市税条例の一部改正）  

第１条  亀山市税条例（平成１７年亀山市条例第５０号）の一部を

次のように改正する。  

  第１６条第２項の表第１号オ中「法人税法第２条第１６号」を

「法第２９２条第１項第４号の５」に、「又は同条第１７号の２

に規定する連結個別資本金等の額（保険業法に規定する相互会社

にあっては、令第４５条の３の２に定めるところにより算定した

純 資 産 額 ） 」 を 「 を い う 。 以 下 こ の 表 及 び 第 ４ 項 に お い て 同

じ。」に、「この表」を「この表及び第４項」に改め、同条に次

の１項を加える。  

４  資本金等の額を有する法人（保険業法に規定する相互会社を

除く。）の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の

合算額又は出資金の額に満たない場合における第二項の規定の

適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、

「 資 本 金 の 額 及 び 資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額 又 は 出 資 金 の 額

が」とする。  

附則第１６条の前に見出しとして「（個人の市民税の寄附金税

額控除に係る申告の特例等）」を付し、同条を次のように改める。  

第 １ ６ 条  法 附 則 第 ７ 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 申 告 特 例 対 象 寄 附 者

（次項において「申告特例対象寄附者」という。）は、当分の

間、第２２条第１項及び第２項の規定によって控除すべき金額

の控除を受けようとする場合には、第２６条第３項の規定によ

る申告書の提出（第２７条の規定により当該申告書が提出され



たものとみなされる所得税法第２条第１項第３７号に規定する

確定申告書の提出を含む。）に代えて、法第３１４条の７第１

項第１号に掲げる寄附金（以下この項及び次条において「地方

団体に対する寄附金」という。）を支出する際、法附則第７条

第８項から第１０項までに規定するところにより、地方団体に

対する寄附金を受領する地方団体の長に対し、同条第８項に規

定 す る 申 告 特 例 通 知 書 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 告 特例 通 知

書」という。）を送付することを求めることができる。  

２  前項の規定による申告特例通知書の送付の求め（以下この条

において「申告特例の求め」という。）を行った申告特例対象

寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦課期日までの

間に法附則第７条第１０項第１号に掲げる事項に変更があった

ときは、同条第９項に規定する申告特例対象年（次項において

「申告特例対象年」という。）の翌年の１月１０日までに、当

該申告特例の求めを行った地方団体の長に対し、施行規則で定

めるところにより、当該変更があった事項その他施行規則で定

める事項を届け出なければならない。  

３  申告特例の求めを受けた地方団体の長は、申告特例対象年の

翌年の１月３１日までに、法附則第７条第１０項の規定により

申請書に記載された当該申告特例の求めを行った者の住所（同

条第１１項の規定により住所の変更の届出があったときは、当

該変更後の住所）の所在地の市町村長に対し、施行規則で定め

るところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。  

４  申告特例の求めを行った者が、法附則第７条第１３項各号の

いずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受

けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた

市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に対し、その旨の

通知その他の必要な措置を講ずるものとする。  

附則第１６条の次に次の１条を加える。  

第１６条の２  当分の間、所得割の納税義務者が前年中に地方団



体に対する寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前

条第３項の規定による申告特例通知書の送付があった場合（法

附則第７条第１３項の規定によりなかったものとみなされる場

合を除く。）においては、法附則第７条の２第４項に規定する

ところにより控除すべき額を、第２２条第１項及び第２項の規

定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。  

附 則 第 ２ ０ 条 の 見 出 し 中 「 平 成 ２ ４ 年 度 か ら 平 成 ２ ６年 度 ま

で」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改める。  

附則第２１条の見出し中「平成２５年度又は平成２６年度」を

「平成２８年度又は平成２９年度」に改め、同条第１項中「平成

２５年度分又は平成２６年度分」を「平成２８年度分又は平成２

９ 年 度 分 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 平 成 ２ ５ 年 度 適 用 土 地 」 を

「平成２８年度適用土地」に、「平成２５年度類似適用土地」を

「平成２８年度類似適用土地」に、「平成２６年度分」を「平成

２９年度分」に改める。  

附 則 第 ２ ２ 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 及 び 第 ２ ４ 条 （ 見 出し を 含

む。）中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年

度から平成２９年度まで」に改める。  

附 則 第 ２ ９ 条 第 １ 項 中 「 平 成 ２ ４ 年 度 か ら 平 成 ２ ６ 年 度 ま

で」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改め、同条第２

項中「平成２７年３月３１日」を「平成３０年３月３１日」に改

める。  

 （亀山市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）  

第２条  亀山市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年亀山市

条例第１４号）の一部を次のように改正する。  

附則第１条第３号中「第９１条の改正規定」を「第９１条第２

号アの改正規定（「３，６００円」に係る部分を除く。）」に、

「 附 則 第 ４ 条 」 を 「 附 則 第 ４ 条 第 １ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 ５ 号 中

「第４６条第１項及び」の次に「第９１条第１号の改正規定、同

条第２号アの改正規定（「３，６００円」に係る部分に限る。）



並びに同号イ及び同条第３号の改正規定並びに」を加え、「附則

第５条」を「附則第４条第２項、第５条」に改める。  

附則第４条中「第９１条」を「第９１条第２号ア（「３，６００

円」に係る部分を除く。）」に改め、同条に次の１項を加える。 

２  新条例第９１条第１号、第２号ア（「３，６００円」に係る

部分に限る。）及びイ並びに第３号の規定は、平成２８年度以

後の年度分の軽自動車税について適用し、平成２７年度分まで

の軽自動車税については、なお従前の例による。  

附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、

第２条中亀山市税条例等の一部を改正する条例附則第１条第３号

及び第５号並びに第４条の改正規定は、公布の日から施行する。  

（市民税に関する経過措置）  

第２条  別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の亀

山市税条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に

関する部分は、平成２７年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し、平成２６年度分までの個人の市民税については、なお

従前の例による。  

２  新条例附則第１６条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が

施行日以後に支出する新条例附則第１６条第１項に規定する地方

団体に対する寄附金について適用する。  

３  新条例附則第１６条の２の規定は、平成２８年度以後の年度分

の個人の市民税について適用する。  

４  別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に

関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の

法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市

民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民

税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税について

は、なお従前の例による。  



（固定資産税に関する経過措置）  

第３条  別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税

に関する部分は、平成２７年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、平成２６年度分までの固定資産税については、なお従

前の例による。  


